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(57)【要約】
【課題】内視鏡の仕様に合わせて、プロセッサ装置の仕
様を容易に変更可能とし、変更後の仕様を認識可能とす
る。
【解決手段】内視鏡システム２は、電子内視鏡１０と、
プロセッサ装置１１と、光源装置１２とからなる。プロ
セッサ装置１１は、タイミング／ドライバ回路３６、画
像形成回路３７、画像処理回路３８、表示回路３９、Ｒ
ＡＭ４０、ＲＯＭ４１、入出力Ｉ／Ｆ４２、固有情報読
取部４３、システムコントローラ４４、ディップスイッ
チＳＷ１～ＳＷ６が設けられている。電子内視鏡１０の
仕様に合わせてディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６が選択
操作される。システムコントローラ４４は、ディップス
イッチＳＷ１～ＳＷ６の選択状態に合わせて、各部の動
作を制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段を備えた内視鏡と、
　前記内視鏡が接続され、前記撮像手段から得られる撮像信号を取り込んで画像処理を施
す画像処理手段を備えたプロセッサ装置とからなる内視鏡システムにおいて、
　前記プロセッサ装置は、外部から選択操作可能、且つ選択状態を保持する複数の手動選
択手段と、
　複数の仕様の中から、接続される前記内視鏡の仕様に応じた仕様を、前記手動選択手段
の選択状態に応じて変更する仕様変更手段とを備えたことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記仕様変更手段は、前記内視鏡に設けられた操作ボタンに関する仕様を切り替えるこ
とを特徴とする請求項１記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記仕様変更手段は、言語仕様を切り替えることを特徴とする請求項１又は２記載の内
視鏡システム。
【請求項４】
　前記仕様変更手段は、カラー表示方式、接続可能な周辺機器の種類、日付の表示方法、
接続される前記内視鏡のコネクタ種類の認識のいずれかに関する仕様を切り替えることを
特徴とする請求項１ないし３いずれか記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　前記手動選択手段は、ディップスイッチからなることを特徴とする請求項１ないし４い
ずれか記載の内視鏡システム。
【請求項６】
　前記仕様変更手段で変更された仕様に基づいた各種機能の設定画面をモニタに表示させ
る表示制御手段を備えたことを特徴とする請求項１ないし５いずれか記載の内視鏡システ
ム。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記仕様変更手段による仕様の変更に伴って無効となった機能を
前記設定画面に非表示とすることを特徴とする請求項６記載の内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の仕様に応じた仕様を変更可能なプロセッサ装置を有する内視鏡シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡及びプロセッサ装置からなる内視鏡システムは、内視鏡に設けられたＣＣＤなど
の撮像素子で被検体内を撮像した撮像信号をプロセッサ装置に取り込み、この撮像信号か
らプロセッサ装置で画像を形成し、さらに形成した画像にノイズ軽減やブレ補正、色補正
や、ホワイトバランス補正などの画像処理を行って出力し、モニタに画像を表示させる。
【０００３】
　内視鏡は、世界の様々な国、地域などの仕向け地によって仕様が異なるため、プロセッ
サ装置の仕様も内視鏡の仕様に合わせて、表示メニューの言語や、モニタの表示方式、接
続可能な周辺機器、画像処理の方法などを変える必要がある。
【０００４】
　従来は、内視鏡の様々な仕様に合わせるために、プロセッサ装置を共通のデバイスで構
成し、このデバイスで処理するソフトを各仕様に合わせて変更していた。特許文献１記載
の電子内視鏡装置（プロセッサ装置）は、プログラミング可能なデバイスによって構成さ
れ、操作者が特定機能のプログラミングをすることによって設定を変更していた。
【特許文献１】特開２００５－３２９０５１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、内視鏡の仕様に合わせて、プロセッサ装置のソフトを変更したり、特許
文献１のようにプログラミングを変えたりする場合、煩雑且つ面倒である。また、仕様に
合わせてソフトを変更する場合、仕様の数が増加してくると、ソフトの変更ミスや、管理
ミスで、実際の仕様とは別のものを入れてしまうなどの問題が起きる。さらに、モニタに
表示される設定画面に、仕様によっては必要のない項目が表示されたりすると、誤って選
択してしまって機能せず、故障などと判断される可能性もある。
【０００６】
　本発明は上記事情を考慮してなされたものであり、内視鏡の仕様に合わせて、プロセッ
サ装置の仕様を容易に変更可能とし、変更後の仕様が認識可能な内視鏡システムを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の内視鏡システムは、撮像手段を備えた内視鏡と、
前記内視鏡が接続され、前記撮像手段から得られる撮像信号を取り込んで画像処理を施す
画像処理手段を備えたプロセッサ装置とからなる内視鏡システムにおいて、前記プロセッ
サ装置は、外部から選択操作可能、且つ選択状態を保持する複数の手動選択手段と、複数
の仕様の中から、接続される前記内視鏡の仕様に応じた仕様を、前記手動選択手段の選択
状態に応じて変更する仕様変更手段とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
　なお、前記仕様変更手段は、前記内視鏡に設けられた操作ボタンに関する仕様を切り替
えることが好ましい。また、前記仕様変更手段は、言語仕様を切り替えることが好ましい
。さらにまた、前記仕様変更手段は、カラー表示方式、接続可能な周辺機器の種類、日付
の表示方法、接続される前記内視鏡のコネクタ種類の認識のいずれかに関する仕様を切り
替えることが好ましい。
【０００９】
　前記手動選択手段は、ディップスイッチからなることが好ましい。なお、前記仕様変更
手段で変更された仕様に基づいた各種機能の設定画面をモニタに表示させる表示制御手段
を備えたことが好ましい。また、前記表示制御手段は、前記仕様変更手段による仕様の変
更に伴って無効となった機能を前記設定画面に非表示とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、プロセッサ装置の外部から選択操作可能、且つ選択状態を保持する複
数の手動選択手段の選択操作によって、複数の仕様の中から、接続される内視鏡の仕様に
応じた仕様に変更可能とするので、内視鏡の仕様に合わせて、プロセッサ装置の仕様を容
易に変更することが可能となり、変更後の仕様を認識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１において、内視鏡システム２は、電子内視鏡１０と、プロセッサ装置１１と、光源
装置１２とから構成される。プロセッサ装置１１の前面には、プロセッサ装置１１の電源
をオン／オフするための電源スイッチ１３が設けられ、光源装置１２の前面には、光源装
置１２の電源をオン／オフする電源スイッチ１４、及び後述する光源５１（図３参照）を
点灯／消灯するための点灯スイッチ１５が設けられている。
【００１２】
　図２において、プロセッサ装置１１の側面には、メンテナンス蓋１６が開閉自在に取り
付けられている（図１も参照）。このメンテナンス蓋１６を開き位置にすると、プロセッ
サ装置１１の内部に設けられた複数のディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６（手動選択手段）
が露呈する。これらのディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６は、例えばスライドスイッチから
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なり、メンテナンス蓋１６を開き位置にしたとき外部から専用工具などで、オン／オフの
選択操作をすることが可能であり、且つ選択したオン／オフいずれかの状態を保持するこ
とができる。
【００１３】
　図１にもどって、電子内視鏡１０は、体腔内に挿入される可撓性の挿入部１７と、挿入
部１７の基端部分に連設された操作部１８と、プロセッサ装置１１に接続される通信用コ
ネクタ１９と、光源装置１２に接続される光源用コネクタ２０と、操作部１８とコネクタ
１９，２０とを繋ぐユニバーサルコード２１とを備えている。プロセッサ装置１１は、電
子内視鏡１０及び光源装置１２と電気的に接続しており、内視鏡システム２全体の動作を
統括的に制御する。
【００１４】
　挿入部１７の先端には、体腔内撮影用のＣＣＤ２７（図３参照）などが内蔵された先端
部１７ａが連設されている。先端部１７ａの後方には、複数の湾曲駒を連結した湾曲部１
７ｂが設けられている。湾曲部１７ｂは、操作部１８に設けられたアングルノブ２２が操
作されて、挿入部１７内に挿設されたワイヤが押し引きされることにより、上下左右方向
に湾曲動作する。これにより、先端部１７ａが体腔内の所望の方向に向けられる。
【００１５】
　操作部１８には、第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃが設けられている。第１～第３
操作ボタン２３ａ～２３ｃは、モニタ４５に表示された画像を一時停止するフリーズ機能
、フリーズ機能と静止画を記録する機能とを併せたトリガー機能、静止画を記録するレコ
ード機能のいずれかを、後述する設定画面４８ａ，４８ｂによって割り当てることが可能
である。なお、操作ボタン２３ａ～２３ｃに割り当て可能な機能としては、上記の他に、
絞り値の設定を切り替えるアイリスモード切替機能、電子拡大のオン／オフを切り替える
電子拡大切替機能、患者氏名や検査日等の各種情報の表示／非表示を切り替える表示切替
機能等があるが、本実施形態では、フリーズ機能、トリガー機能、レコード機能の三機能
を代表として詳述する。
【００１６】
　第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃのうち、フリーズ機能が割り当てられたボタンを
押圧操作すると、そのときＣＣＤ２７で撮像して得られた画像データが画像メモリ（図示
せず）にラッチされる。モニタ４５（図１および図３参照）には、画像メモリにラッチさ
れた画像データに基づいた画像（静止画）が親画面で表示され、リアルタイムの動画が子
画面でＰｉｎＰ（Picture in Picture）表示される。この状態でフリーズ機能が割り当て
られたボタンをもう一度押圧操作すると、モニタ４５の表示は静止画表示が解除され、動
画が全画面表示される通常の状態に復帰する。
【００１７】
　トリガー機能には、後述する設定画面４８ａ，４８ｂによってさらに、フリーズ／トリ
ガーモードとフリーズ＋トリガーモードの２種類のモード設定が可能となっている。トリ
ガー機能が割り当てられたボタンを押圧操作すると、フリーズ／トリガーモードが設定さ
れていた場合は、フリーズ機能の場合と同様に、モニタ４５に静止画が表示される。そし
て、最初の押圧操作から所定時間内に、もう一度トリガー機能が割り当てられたボタンを
押圧操作すると、そのときＣＣＤ２７で撮像して得られた画像データがＣＦカード等の外
部記録メディア（図示せず）に記録される。所定時間内に押圧操作がない場合は、自動的
にモニタ４５の表示が通常の状態に復帰する。
【００１８】
　一方、フリーズ＋トリガーモードが設定されていた場合は、トリガー機能が割り当てら
れたボタンを押圧操作すると、上記同様にモニタ４５に静止画が表示される。最初の押圧
操作から所定時間内に、もう一度トリガー機能が割り当てられたボタンを押圧操作すると
、上記とは逆に、自動的にモニタ４５の表示が通常の状態に復帰し、所定時間内に押圧操
作がない場合は、これも上記とは逆に、画像データが記録される。
【００１９】
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　レコード機能が割り当てられたボタンを押圧操作すると、そのときフリーズ操作がされ
ている（モニタ４５に静止画が表示されている）場合は、画像データが記録される。フリ
ーズ操作がされていなかった（モニタ４５に動画が全画面表示されていた）場合は、モニ
タ４５に所定時間静止画が表示された後、自動的に画像データが記録される。
【００２０】
　電子内視鏡１０には、第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃが全て備わっているものと
、第１、第３操作ボタン２３ａ、２３ｃの二つしか備わっていないものがある。操作ボタ
ンの配備に関する仕様は、電子内視鏡１０の仕向け地によって異なる。本実施形態では、
図１に示す前者の仕様の電子内視鏡１０を米国、欧州向け、後者の仕様の電子内視鏡１０
を日本向けとする。また、米国、欧州向けには、通信用コネクタ１９の仕様が異なる２種
類の電子内視鏡１０があり、日本向けには、通信用コネクタ１９が共通の１種類の電子内
視鏡１０があるものとする。
【００２１】
　図３において、先端部１７ａには、観察窓２４、照明窓２５が設けられている。観察窓
２４の奥には、被検体内の像光を取り込むための光学系２６が取り付けられ、さらに光学
系２６の奥には、ＣＣＤ２７が取り付けられている。ＣＣＤ２７は、例えばインターライ
ントランスファ型のＣＣＤを使用する。なお、撮像素子としては、ＣＣＤ２７に限らず、
ＣＭＯＳを用いてもよい。ＣＣＤ２７には、挿入部１７、操作部１８、ユニバーサルコー
ド２１の内部を通る信号ライン２８，２９が接続されている。信号ライン２８は、ユニバ
ーサルコード２１及び通信用コネクタ１９を介してプロセッサ装置１１に接続される。
【００２２】
　通信用コネクタ１９の内部には、信号ライン２９と接続された増幅器（以下、ＡＭＰと
略す）３０と、相関二重サンプリング／プログラマブルゲインアンプ（以下、ＣＤＳ／Ｐ
ＧＡと略す）３１と、Ａ／Ｄ変換器（以下、Ａ／Ｄと略す）３２とが設けられている。Ａ
ＭＰ３０は、ＣＣＤ２７から出力された撮像信号に所定のゲインで増幅を施し、これをＣ
ＤＳ／ＰＧＡ３１に出力する。
【００２３】
　ＣＤＳ／ＰＧＡ３１は、ＡＭＰ３０で増幅された撮像信号に相関二重サンプリングを施
してノイズ低減し、Ａ／Ｄ３２に出力する。Ａ／Ｄ３２は、ＣＤＳ／ＰＧＡ３１から出力
されたアナログの撮像信号を、デジタルの撮像信号に変換して出力する。Ａ／Ｄ３２から
出力されたデジタルの撮像信号は、信号ライン３３を介してプロセッサ装置１１に送られ
る。
【００２４】
　照明窓２５の奥には、照射レンズ３４が設けられる。この照射レンズ３４には、ライト
ガイド３５の出射端が面している。ライトガイド３５は、挿入部１７、操作部１８、ユニ
バーサルコード２１、及び光源用コネクタ２０の内部を通っており、光源用コネクタ２０
の後方から入射端３５ａが露呈する。ライトガイド３５は、多数の光ファイバ（例えば、
石英からなる）を束ねて形成されたものである。
【００２５】
　プロセッサ装置１１には、タイミング／ドライバ回路３６、画像形成回路３７、画像処
理回路３８、表示回路３９、ＲＡＭ４０、ＲＯＭ４１、入出力Ｉ／Ｆ４２、固有情報読取
部４３、これらを制御するシステムコントローラ４４、及びディップスイッチＳＷ１～Ｓ
Ｗ６が設けられている。電子内視鏡１０の通信用コネクタ１９がプロセッサ装置１１に接
続されたとき、ＣＣＤ２７は信号ライン２８を介してタイミング／ドライバ回路３６に接
続され、Ａ／Ｄ３２は信号ライン３３を介して画像形成回路３７にそれぞれ接続される。
【００２６】
　固有情報読取部４３は、プロセッサ装置１１に接続された電子内視鏡１０の固有情報を
読み取り、システムコントローラ４４へ出力する。システムコントローラ４４は、取得し
た電子内視鏡１０の固有情報から電子内視鏡の機種を認識し、電子内視鏡１０の機種がプ
ロセッサ装置１１に対応か、未対応かに応じて電子内視鏡１０の駆動制御を切り替える。
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固有情報読取部４３としては、例えば、通信用コネクタ１９がプロセッサ装置１１に接続
されたとき、通信用コネクタ１９に設けられたＲＦＩＤタグから固有情報を読み取るタグ
リーダから構成される。なお、固有情報には、機種情報の他、プロセッサ装置１１に電子
内視鏡１０を適合させるための色補正情報や、アイリス情報などが含まれている。
【００２７】
　画像形成回路３７は、デジタルの撮像信号から画像データを形成するための各種信号処
理を行う。画像形成回路３７が行う信号処理としては、ＲＧＢ信号（撮像信号）を輝度信
号及び色差信号に分離する色分離処理、分離された色差信号に対する擬色の除去処理、分
離した輝度信号及び色差信号をマトリクス演算し、ＲＧＢ信号からなる画像データを形成
するマトリクス演算処理、ＣＣＤ２７の欠損画素を補間する画素補間処理、ゲイン補正、
ホワイトバランス調整、ガンマ補正ななどを行う。画像形成回路３７で形成された画像デ
ータは、画像処理回路３８へ出力される。
【００２８】
　画像処理回路３８は、複数の論理回路から構成されており、画像データに複数種の画像
処理を施す。画像処理回路３８で施される画像処理としては、例えば、輪郭強調処理、あ
るいは特定の色や領域の強調処理、明度の調整処理などである。
【００２９】
　画像処理回路３８で画像処理が施された画像データは、表示回路３９へ出力される。表
示回路３９は、画像処理から出力された画像データにマスキングを施して映像信号として
出力し、プロセッサ装置１１にケーブル接続されたモニタ４５（図１も参照）に内視鏡画
像として表示させる。
【００３０】
　タイミング／ドライバ回路３６は、ＣＣＤ２７の蓄積電荷の読み出しタイミング、ＣＣ
Ｄ２７の電子シャッタのシャッタ速度などを制御するための駆動パルス、また画像形成回
路３７や画像処理回路３８での各種信号処理を行うための水平同期信号及び垂直同期信号
を生成する。
【００３１】
　入出力Ｉ／Ｆ４２は、マウス４６ａやキーボード４６ｂなどの入力機器４６や、プリン
タやビデオレコーダなどの周辺機器４７と接続し、これらとの間のデータの送受信を行う
。
【００３２】
　ＲＯＭ４１には、内視鏡システム２を動作させるためのＯＳ等の基本ソフトウェアや、
ファームウェアなどが記憶されている。システムコントローラ４４は、ＲＯＭ４１から作
業用メモリであるＲＡＭ４０に各種ソフトウェアのプログラムを読み出し、これらに基づ
いてプロセッサ装置１１の各部を制御する。
【００３３】
　ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６の選択状態は、プロセッサ装置１１の電源投入時にフ
ァームウェアで読み取られる。システムコントローラ４４は、読み取ったディップスイッ
チＳＷ１～ＳＷ６の選択状態に応じて、各部の動作を制御することで、プロセッサ装置１
１の各種仕様を変更する。
【００３４】
　以下の表１では、ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６のうち、ディップスイッチＳＷ１～
ＳＷ５の選択操作で、電子内視鏡１０の仕向け地に応じた仕様に変更したプロセッサ装置
１１の仕様について示す。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
　表１において、ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６で変更可能な仕様には、カラー表示方
式、メッセージ言語、キーボード、コネクタの認識、日付表示、周辺機器（ビデオレコー
ダ）、操作ボタン配置がある。なお、周辺機器（プリンタ）については、タイプＡ～Ｃで
共通であるので、ディップスイッチに関わりなく、プリンタＡ、Ｂ、Ｃで固定である。
【００３７】
　カラー表示方式は、モニタ４５への画像の表示出力規格を変更するもので、ディップス
イッチＳＷ２で変更可能である。ディップスイッチＳＷ２をオンにすると、タイプＣの欧
州向けの表示規格であるＰＡＬ、ディップスイッチＳＷ２をオフにすると、タイプＡ、Ｂ
の日本、米国向けの表示規格であるＮＴＳＣにそれぞれ変更される。
【００３８】
　メッセージ言語は、モニタ４５に表示する各種文字情報の言語を変更するものである。
また、キーボードは、キーボード４６ｂによる操作入力言語を変更するものであり、日付
表示は、モニタ４５に表示する日付の並び順を変更するものである。さらに、周辺機器（
ビデオレコーダ）は、周辺機器４７のうち、接続可能なビデオレコーダを規定するもので
あり、操作ボタン配置は、電子内視鏡１０の操作ボタン配置を規定するものである。これ
らの仕様は、ディップスイッチＳＷ３で変更可能である。ディップスイッチＳＷ３をオン
にすると、メッセージ言語が日本語、キーボードが日本語キーボード、日付表示が年／月
／日の順、操作ボタン配置が第１及び第３操作ボタン２３ａ，２３ｃ、周辺機器（ビデオ
レコーダ）がビデオレコーダＡ、Ｂ、Ｃ、ディップスイッチＳＷ３をオフにすると、メッ
セージ言語が英語、キーボードが英語キーボード、日付表示が月／日／年の順（ディップ
スイッチＳＷ２がオフの場合）、あるいは日／月／年の順（ディップスイッチＳＷ２がオ
ンの場合）、操作ボタン配置が第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃ、周辺機器（ビデオ
レコーダ）が使用不可にそれぞれ変更される。
【００３９】
　未対応電子内視鏡の使用は、プロセッサ装置１１に未対応の電子内視鏡１０が接続され
た場合の仕様を変更するものである。この仕様は、ディップスイッチＳＷ５で変更可能で
ある。電子内視鏡１０が対応か、未対応かの識別については、電子内視鏡１０が通信用コ
ネクタ１９を介してプロセッサ装置１１に接続されたとき、固有情報読取部４３が、電子
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内視鏡１０から読み出した固有情報に基づいてシステムコントローラ４４が識別する。そ
して、電子内視鏡１０が固有情報を格納していない場合、あるいは、読み出した固有情報
にプロセッサ装置１１に適合する情報が含まれて無かった場合、システムコントローラ４
４は、この電子内視鏡１０がプロセッサ装置１１に未対応の機種であることを認識する。
【００４０】
　ディップスイッチＳＷ５をオンにすると、システムコントローラ４４は、ＮＯ（使用不
可）、すなわち、プロセッサ装置１１に接続された電子内視鏡１０が未対応の機種である
ことが認識されたとき、電子内視鏡１０への電力及び駆動信号の供給を行わず、さらに未
対応の電子内視鏡１０が接続されていることをモニタ４５に表示する。一方、ディップス
イッチＳＷ５をオフにすると、システムコントローラ４４は、ＹＥＳ（使用可能；ＮＯと
選択可）、すなわち、プロセッサ装置１１に接続された電子内視鏡１０が未対応の機種で
あることが認識された場合、プロセッサ装置１１の初期設定のデータを用いて電子内視鏡
１０へ電力及び駆動信号を供給し、電子内視鏡１０による撮像を可能にする。なお、プロ
セッサ装置１１に接続された電子内視鏡１０がプロセッサ装置１１に対応する機種である
ことが認識されたときは、ディップスイッチＳＷ５のオン／オフに関係無く、システムコ
ントローラ４４は、読み出した固有情報に基づいて電子内視鏡１０へ電力及び駆動信号を
供給し、電子内視鏡１０による撮像を可能にする。
【００４１】
　なお、タイプＡ～Ｃについては、タイプＡは日本国内向け、タイプＢは米国向け、タイ
プＣは欧州向けの電子内視鏡１０の仕様に合わせたプロセッサ装置１１の仕様を示す。タ
イプＡを選択するときには、ディップスイッチＳＷ１，ＳＷ３，ＳＷ５をオン、ディップ
スイッチＳＷ２，ＳＷ４をオフにする。同様にタイプＢを選択するときには、ディップス
イッチＳＷ１をオン、ディップスイッチＳＷ２～５をオフに、タイプＣを選択するときに
は、ディップスイッチＳＷ１，ＳＷ２をオン、ディップスイッチＳＷ３～ＳＷ５をオフに
する。
【００４２】
　そして、タイプＡが選択されたときは、カラー表示方式がＮＴＳＣ、メッセージ言語が
日本語、キーボードの仕様が日本語キーボード、コネクタの認識はＮＯ、日付表示が年／
月／日（年、月、日はそれぞれ数字が入る）で、周辺機器がプリンタＡ，Ｂ，Ｃ及びビデ
オレコーダＡ，Ｂ，Ｃに対応し、操作ボタン配置については第１及び第３操作ボタン２３
ａ，２３ｃとなる。このタイプＡの場合、電子内視鏡１０には、上述の通り、通信用コネ
クタ１９の種類が１通りしかないので、コネクタの認識を行う必要が無く、上述したよう
に第２操作ボタン２３ｂが省略されているため、この第２操作ボタン２３ｂに関する表示
メニューも設定画面４８ａ，４８ｂに表示されない（図４参照）。なお、日付表示は年／
月／日がデフォルト状態の設定で、入力機器４６によってデフォルト設定以外の日付表示
に変更することができる（タイプＢ、及びタイプＣについても同様）。
【００４３】
　また、タイプＢが選択されたときは、カラー表示方式がＮＴＳＣ、メッセージ言語が英
語、キーボードの仕様が英語キーボード、コネクタの認識がＹＥＳ、日付表示が月／日／
年で、周辺機器がプリンタＡ，Ｂ，Ｃに対応し、ビデオレコーダは使用不可、操作ボタン
配置については第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃとなる。
【００４４】
　また、タイプＣが選択されたときは、カラー表示方式がＰＡＬ、メッセージ言語が英語
、キーボードの仕様が英語キーボード、コネクタの認識がＹＥＳ、日付表示が日／月／年
で、周辺機器がプリンタＡ，Ｂ，Ｃに対応し、ビデオレコーダは使用不可、操作ボタン配
置については第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃとなる。
【００４５】
　なお、ディップスイッチＳＷ１は、バックアップ用のＲＯＭの種別を選択するもので、
ディップスイッチＳＷ１をオンにすると、プロセッサ装置１１内蔵のフラッシュメモリ（
図示せず）から起動し、ディップスイッチＳＷ１をオフにすると、プロセッサ装置１１の
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回路基板に接続可能な外部のＥＥＰＲＯＭ（図示せず）から起動する方式に変更される。
なお、このディップスイッチＳＷ１は、通常はオンが選択される。ディップスイッチＳＷ
４は予備用であり、通常はオフが選択される。また、ディップスイッチＳＷ６は、例えば
、仕向け地によって適正な画像処理（表示画像のベース色など）が異なる場合、いずれか
の電子内視鏡１０の仕様に応じて選択操作される。
【００４６】
　図４は、第１～第３操作ボタン２３ａ～２３ｃの機能割り当てを行う設定画面の一例を
示す。機能割り当ての設定変更を行うときは、入力機器４６を操作して、設定画面４８ａ
（図４（ａ）），設定画面４８ｂ（図４（ｂ））内の各設定項目４９ａ～４９ｃのいずれ
かの位置に合わせるようにカーソルを上下方向に移動させて設定変更する項目を決定し、
さらに各設定項目４９ａ～４９ｃの横に配された各機能を横矢印で切り替えると、上述し
たフリーズ、トリガー、レコードなどの機能が順に変更される。なお、現在選択されてい
る項目については、他の項目と違う色にしたり、点滅させたり、枠で囲むなど表示が異な
っている。
【００４７】
　そして全ての設定項目４９ａ～４９ｃについて設定が完了し、設定画面４８ａ，４８ｂ
内の終了の項目５０にカーソルを合わせ、さらにＮＯ側からＹＥＳ側にカーソルを移動さ
せると、設定画面４８ａ，４８ｂの表示が終了し、変更した機能が第１～第３操作ボタン
２３ａ～２３ｃに割り当てられる。
【００４８】
　なお、図４（ａ）に示す設定画面４８ａは、日本向けのタイプＡの仕様に応じた設定画
面である。このため、各項目等の表記が日本語となっており、第１及び第３操作ボタン２
３ａ、２３ｃに相当する操作ボタンＡ、Ｃの各項目４９ａ、４９ｃが表示され、第２操作
ボタン２３ｂに相当する操作ボタンＢの項目４９ｂは、非表示（図中では点線で示してい
るが実際は表示しない）となっている。
【００４９】
　図４（ｂ）に示す設定画面４８ｂは、米国、欧州向けのタイプＢ、Ｃの仕様に応じた設
定画面である。このため、各項目等の表記が英語となっており、全ての項目４９ａ～４９
ｃが表示されている。なお、この他にも、周辺機器（ビデオレコーダ）の設定画面におい
て、日本向けの場合はビデオレコーダを選択する項目が表示されるが、米国、欧州向けの
設定画面では非表示になる、あるいは、コネクタの認識の設定画面において、日本向けの
場合は認識せず（ＮＯ）以外は選択不可となるが、米国、欧州向けではＹＥＳ、ＮＯが選
択可能など、仕様に応じて各種機能の設定画面の表示が切り替えられる。これらの設定画
面の表示切り替えは、システムコントローラ４４の制御の下、表示回路３９によって行わ
れる。
【００５０】
　図３にもどって、光源装置１２は、照明光を発する光源５１、集光レンズ５２、光源制
御回路５３、光源装置１２を統括的に制御するＣＰＵ５４を備える。光源５１から発せら
れる照明光は、集光レンズ５２によって集光されてライトガイド３５の入射端３５ａに導
かれる。なお、光源５１としては、キセノンランプなどの放電ランプが用いられるが、こ
れに限らず、ハロゲンランプ、ＬＥＤ（発光ダイオード）、蛍光発光素子ランプ、または
ＬＤ（レーザーダイオード）などを用いてもよい。
【００５１】
　光源制御回路５３は、電源スイッチ１４が操作されたとき供給される電源電圧を変圧し
、点灯スイッチ１５が操作されたときＣＰＵ５４から入力される点灯指示信号に応じて点
灯電力を供給して光源５１を点灯させる。
【００５２】
　上記構成の作用について、以下では、出荷時に電子内視鏡１０の仕様に応じてディップ
スイッチＳＷ１～ＳＷ６の選択操作がすでに行われた状態のプロセッサ装置１１で検査を
行うときのプロセスについて、図５のフローチャートを用いて説明する。内視鏡システム
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２で検査を行う際には、電子内視鏡１０のコネクタ１９，２０をプロセッサ装置１１及び
光源装置１２に差し込み、プロセッサ装置１１と光源装置１２とを接続した状態でプロセ
ッサ装置１１、光源装置１２の電源スイッチ１３，１４をオンする。電源スイッチ１３，
１４をオンすると、プロセッサ装置１１及び光源装置１２の電源がオンになるとともに、
プロセッサ装置１１から電子内視鏡１０へ電力が供給される。
【００５３】
　プロセッサ装置１１の電源がオンされると、システムコントローラ４４が起動してＲＯ
Ｍ４１からＲＡＭ４０にファームウェアを読み出して実行する。ディップスイッチＳＷ１
～ＳＷ６の選択状態がファームウェアで読み取られる。読み取られたディップスイッチＳ
Ｗ１～ＳＷ６の選択状態に応じて、システムコントローラ４４により各部の動作が制御さ
れる。
【００５４】
　電子内視鏡１０は、プロセッサ装置１１からの電力供給によりオンされ、ＣＣＤ２７が
起動して撮像を開始する。ＣＣＤ２７から出力された撮像信号は、プロセッサ装置１１へ
出力され、撮像信号に基づいた画像がモニタ４５に出力される。また、各操作ボタン２３
ａ～２３ｃの機能割り当ての設定変更を行いたいときは、上述した設定画面４８ａまたは
４８ｂをモニタ４５に表示し、マウス４６ａ、キーボード４６ｂなどを操作する。この設
定画面４８ａ，４８ｂを表示するときも、ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６の選択状態に
応じて、電子内視鏡１０の仕様に合わせた設定画面４８ａ，４８ｂが表示される。
【００５５】
　このようにして、ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６だけの簡単な選択操作で、電子内視
鏡１０の仕様に応じてプロセッサ装置１１の仕様を容易に変更することができる。また、
ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６は、オン／オフの選択状態をそれぞれ保持することがで
きるので、ディップスイッチＳＷ１～ＳＷ６の選択状態を見ることで、変更後の仕様を容
易に認識することができる。
【００５６】
　従来は、何種類ものソフトを用意し、これを仕様に応じて変更していたが、本発明によ
れば、１つのソフトを用意すれば足りるので、ソフトの設計コストや、出荷時の管理コス
トが大幅に削減される。
【００５７】
　仕様変更に伴って無効となった機能（上記実施形態では、日本向けの場合の第２操作ボ
タン２３ｂの項目４９ｂ等）を、設定画面に非表示とするので、誤って必要のない項目を
選択してしまい、故障と判断されることや、医療ミスに繋がるおそれがない。
【００５８】
　上記実施形態で例示した変更可能な仕様や、仕様とディップスイッチとの組み合わせ（
カラー表示方式はディップスイッチＳＷ２等）、ディップスイッチの配置、個数、あるい
は操作ボタンに割り当てる機能等は一例であり、本発明を特に限定するものではない。例
えば、変更可能な仕様として、電源電圧（日本向けは１００Ｖ、米国向けは１２０Ｖ、欧
州向けは２３０Ｖ）を加えてもよい。また、上記実施形態ではディップスイッチをメンテ
ナンス蓋１６内に設けているが、システムコントローラ４４等が実装される基板に設けて
もよい。
【００５９】
　上記実施形態においては、プロセッサ装置及び光源装置を別体にした構成を例に挙げて
いるが、本発明はこれに限らず、プロセッサ装置と光源装置とを一体型にした構成として
もよい。さらに、上記実施形態では、電子内視鏡を例示しているがこれに限らず、超音波
トランスデューサが先端部に一体化された超音波内視鏡にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】電子内視鏡システムの外観図である。
【図２】ディップスイッチの構成を示す斜視図である。
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【図３】電子内視鏡システムの電気的構成の概略を示すブロック図である。
【図４】電子内視鏡システムの設定を変更するときの設定画面の一例である。
【図５】電子内視鏡システムによる被検体検査の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
　２　電子内視鏡システム
　１０　電子内視鏡
　１１　プロセッサ装置
　２３ａ～２３ｃ　操作ボタン
　２７　ＣＣＤ
　ＳＷ１～ＳＷ６　ディップスイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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